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「障害者差別解消法」をご存知ですか？

　平成２８年４月「障害者差別解消法」（障害を理由とした差別の解消の推進に
関する法律」が施行されました。
　この法律は、国や市区町村などの行政機関、会社やお店などの民間事業者によ
る「障害を理由とした差別」をなくすための法律です。
　障害を理由とした差別には、次の２種類があります。

　　不当な差別的取扱い　（行政機関、民間事業者とも禁止）
制、りたし否拒を供提のスビーサてしと由理を害障、にのいなが由理な当正 　

限したり、障害のない人にはつけないような条件をつけることです。

　　合理的配慮の不提供　（合理的配慮の提供について、行政機関・民間事業者ともに義務）
ずらわかかもにたっあが明表の思意るめ求を慮配のから何らか人るあの害障 　

「社会的障壁（※）」を取り除く合理的な配慮をしないことです。
的理合るよに者業事間民、れさ行施が法消解別差者害障正改に月４年６和令 　

配慮の提供が努力義務から義務になりました。
※「社会的障壁」
障害のある人にとって日常生活や社会生活を送るうえで障壁となる、
次のようなものをいいます。
①社会における事物（通行・利用しにくい施設、設備など）
②制度（利用しにくい制度など）
③慣行（障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など）
④観念（障害のある人への偏見など）

　障害を理由とする差別で困ったときは、ご相談ください。
　障害者施策課施策推進係　☎3647-4749　FAX3699-0329

メールアドレス　shisaku-k@city.koto.lg.jp
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